（別紙）
水産資源保護法施行規則第１条第２項に係る
水産動物の輸入許可対象外の申告書

　年　月　日　


農林水産省消費・安全局
畜水産安全管理課長　殿


輸入者　氏　名
住　所
連絡先
メールアドレス


輸入する水産動物【水産動物種（学名記載）　　　　　　　　　　　】については、下記のとおり、水産資源保護法（昭和26年法律第313号）第13条に基づく輸入許可が必要となる、水産資源保護法施行規則（昭和27年農林省令第44号）第１条第２項の水産動物に該当しないことを申告します。
また、本申告内容に漏れ、偽りはなく、本申告内容に係る一切の責任を負うとともに、変更が生じた場合は、速やかに申告します。

記

当該水産動物は、生きている水産動物のうち食用に供されるものであり、輸入後、別添１の要件を満たした施設において一時的に保管し、管理については２～４のとおり行います。

１　保管施設の住所、代表者名及び連絡先（電話番号及びメールアドレス）
住所：〒
代表者名：
電話番号：
メールアドレス：

２　空港又は港から保管施設までの輸送方法、輸送に使用した水、包装材(かご、おがくず等)及び輸送に使用した包装材の処分方法
　輸送方法：
包装材：
　輸送に使用した水・包装材の処分方法：



３　保管施設の飼育水の排水の状況（下水道、消毒（有効塩素濃度〇〇ppmで〇〇分間）等）

４　保管施設で一時保管中に当該水産動物がへい死した場合の扱い

５　誓約事項
・保管施設の飼育水を排水する際には、下水道に排水する又は消毒後に排水します。
・輸送に使用した水は、海等の公共用水面に直接排水することなく、下水道又は消毒後に排水します。
・輸送に使用した包装材は、適切に消毒又は処分します。
・保管施設でへい死した当該水産動物は焼却等適切に処分します。
　・保管施設から出荷後、食用に供されたことが分かる書類や施設の管理に係る書類（別添２ 管理簿）を保管し、畜水産安全管理課がこれらの書類の提出を求めた場合は、速やかに該当書類を提出します。
[bookmark: _Hlk217467548]・保管施設の責任者に保管施設にかかる要件を遵守させます。

※添付書類：チェックリスト、委任状、所在地の写真又は地図、施設内部図面及び排水部分が確認できる写真
（注）本申告書の有効期限は、申告日から３年間。









